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第３回第３回

平成平成1717年年 66月月2828日日

国土交通省国土交通省 徳島河川国道事務所徳島河川国道事務所

吉野川河道内樹木管理吉野川河道内樹木管理手法手法検討委員会検討委員会

説明用パワーポイント資料説明用パワーポイント資料

資料－５

※この資料は、「資料－３」の概要報告資料です

22

吉野川河道内樹木の管理に関する吉野川河道内樹木の管理に関する

基本的な方針（素案）について基本的な方針（素案）について

－－ 骨子の説明資料骨子の説明資料 －－
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素案の目次構成素案の目次構成

３．樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項

１．吉野川のあるべき姿に関する事項

２．河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

４．樹木管理の基本的な方針に関する事項

44

用語の定義用語の定義 （１）（１）

樹木管理

河道内に繁茂する樹木群の管理をいい、伐採、移植、保全などの
方法をいう。ただし、原則として植樹は含まない。

河道内樹木

河道内に繁茂する全ての樹木群をいう。以下の「ヤナギ類」と
「竹林」を含む。なお、草本類は含まない。

ヤナギ類

低水敷（洪水の攪乱を受けやすい領域）に繁茂するヤナギ類を
中心とした樹木群をいう。

竹林

高水敷（洪水の攪乱を受けにくい安定した領域）に繁茂する竹類
を中心とした樹木群をいう。
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用語の定義用語の定義 （２）（２）

コンフリクト

「衝突」という意味。河道内樹木のプラス面とマイナス面が混在
するさまをいう。

エコトーン

２種類以上の生態系の境界で、全く異なる環境が移行する場所を
いう。本方針では、陸域と水域の境界領域（水陸移行帯）を意味する。

ミチゲーション

「和らげること、緩和すること」という意味。
本方針では、河道内樹木の伐採などによって、保全すべき要素へ

の影響が生じる場合に、その影響を未然に防いだり、影響をできる
だけ少なくしたり、失われる機能と同様の機能を新たに創造する
などの措置をいう。

66

はじめにはじめに ～吉野川の現状について～～吉野川の現状について～

１）１） 河道内樹木に関わる河川特性河道内樹木に関わる河川特性 （１）（１）

堤防整備状況

・岩津下流 → 昭和２年に概成
・岩津上流 → 整備率 約６４％（平成16年3月時点）

流量調節

・昭和５０年代初頭 早明浦・池田・新宮ダムが供用開始
・以降、最小・渇水流量が大きい流量で安定

砂利採取の状況

・昭和４１年より、砂利採取の規制・指導が開始
・以降、採取量は大幅に減少

※ 第１回検討委員会資料より
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河床高と横断形状の経年変化

・平均河床高 → 昭和５０年代より安定
・横断形状 → 水際の直立化、砂州高の上昇、

最深河床高の低下

流路（みお筋）の経年変化

・全川的に安定

１）１） 河道内樹木に関わる河川特性河道内樹木に関わる河川特性 （２）（２）

水際の直立化水際の直立化

最深河床高の低下最深河床高の低下

砂州高の上昇砂州高の上昇

※ 第１回検討委員会資料より

88

２）２） 河道内樹木の現状河道内樹木の現状 （１）（１）

樹種および縦断分布

・約５０％が竹林、約３５％がヤナギ林（平成１２年時点）
・岩津下流 → ヤナギ林 岩津上流 → 竹林

河道内樹木分布の変遷

・ヤナギ類 → 昭和５０年代後半より繁茂面積拡大
・竹林 → 岩津上流で若干の拡大傾向

※ 第１回検討委員会資料より

砂州の樹林化（高瀬橋付近）

平成12年の分布状況昭和50年の分布状況

（背景：S49.11撮影） （背景：H14.5撮影）
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河道内樹木（竹林）の利活用

・戦前 → 地場産業を支える資材として活用
・戦後 → 竹材の需要低下 → 放置竹林の増加

河川環境と動植物の関わり

・特定の河川環境に依存する動物が存在
（礫河原を繁殖場所とするコアジサシなど）

洪水後の河道内樹木の状況

・倒伏または流出のおそれ（平成１６年台風２３号など）

※ 第１回検討委員会資料より
２）２） 河道内樹木の現状河道内樹木の現状 （２）（２）

水害防備林（竹林）

・藩政時代 → 水害防備林として植林
・現在 → 意義と役割は変化（堤防の整備より）

1010

素案の目次構成素案の目次構成

３．樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項

１１．吉野川のあるべき姿に関する事項．吉野川のあるべき姿に関する事項

２．河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

４．樹木管理の基本的な方針に関する事項
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吉野川のあるべき姿に関する事項吉野川のあるべき姿に関する事項

※ 第２回検討委員会資料より

・清潔で魅力ある竹林の管理
・人々にやすらぎを与える景観の保全
・竹林を利用した地域との交流促進

吉野川の風土を活かした吉野川の風土を活かした
美しく誇りが持てる竹林の川美しく誇りが持てる竹林の川

・川にしか望めない生態系空間の復元
・在来種の存続を脅かす外来種の排除
・多様な環境機能をもつ水際の創出

河川特有の礫河原の川河川特有の礫河原の川

・治水安全度の向上
・洪水流下に支障を来す要素の除去
・竹林の減勢効果の発揮

安全で、安心できる川安全で、安心できる川

1212

素案の目次構成素案の目次構成

３．樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項

１．吉野川のあるべき姿に関する事項

２２．河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項．河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

４．樹木管理の基本的な方針に関する事項
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河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

■ 治水上の観点

プラス面 マイナス面

・水制機能（減勢効果）

・流路（みお筋）を固定化
→ 治水管理しやすい

・洪水流の安全な流下に必要な
河積が減少

・根が河川管理施設の正常な機能
を喪失させるおそれ

保全対象 排除対象

1414

河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

■ 環境上の観点

プラス面 マイナス面

・多様な動植物の生息環境

・貴重種のリフュージア（逃げ場所）

・鳥類のねぐら

・良好な自然景観を構成

（ヤナギ類）
・河川特有の自然環境を喪失

→ 生態系の変化

・外来種の侵入の助長
→ 生態系の変化

・河川環境の多様性が減少

（竹林）
・放置 → 河川環境の悪化

保全対象 排除対象
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河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

■ 風土上の観点 （主に、竹林）

プラス面 マイナス面

・人々にやすらぎを提供

・吉野川の原風景

・地域おこしの材料

・地域の文化や歴史との関わり

・竹林の放置 → 自然景観の悪化
→ 人との関わりが疎遠

・社会情勢，生活様式の変化
→ 竹林への意識の希薄化

保全対象 排除対象

1616

素案の目次構成素案の目次構成

３３．樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項．樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項

１．吉野川のあるべき姿に関する事項

２．河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

４．樹木管理の基本的な方針に関する事項
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樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項

樹木管理の対象期間樹木管理の対象期間

・概ね２０～３０年の当面の目標

樹木管理の対象区間樹木管理の対象区間

・吉野川の直轄管理区間内 （河口～池田地点）

1818

樹木管理の取り組むべき内容樹木管理の取り組むべき内容

樹木管理の基本樹木管理の基本

・河道内樹木のプラスプラス面 → 「保全保全」
・河道内樹木のマイナスマイナス面 → 「排除排除」

樹木管理の手法設定樹木管理の手法設定

時間，費用および社会的影響などを考慮し、当面の目標
として実施可能なもの実施可能なもの
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（ヤナギ類）（ヤナギ類）

砂利採取規制ダム建設 砂防対策 堤防整備 降雨・出水 河道特性

人為的条件 自然条件

土砂供給の減少 みお筋の固定化

洪水攪乱の減少

砂州陸域化の進行
最深河床の低下

砂州の樹林化

砂州の上昇

水際の直立化礫河原の減少

ﾔﾅｷﾞ類による
水際部の固定

ﾔﾅｷﾞ類による
砂の捕捉

砂州の樹林化

水際の直立化礫河原の減少

治水上

改善すべき事象

環境上

環境上

方針設定に取り組む領域方針設定に取り組む領域

2020

（ヤナギ類）（ヤナギ類）

砂利採取規制ダム建設 砂防対策 堤防整備 降雨・出水 河道特性

人為的条件 自然条件

土砂供給の減少 みお筋の固定化

洪水攪乱の減少

砂州陸域化の進行
最深河床の低下

砂州の樹林化

砂州の上昇

水際の直立化礫河原の減少

ﾔﾅｷﾞ類による
水際部の固定

ﾔﾅｷﾞ類による
砂の捕捉

対象としない
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（ヤナギ類）（ヤナギ類）

砂利採取規制ダム建設 砂防対策 堤防整備 降雨・出水 河道特性

人為的条件 自然条件

土砂供給の減少 みお筋の固定化

洪水攪乱の減少

砂州陸域化の進行
最深河床の低下

砂州の樹林化

砂州の上昇

水際の直立化礫河原の減少

ﾔﾅｷﾞ類による
水際部の固定

ﾔﾅｷﾞ類による
砂の捕捉

対象としない

2222

（竹林）（竹林）

堤防整備植 林 地場産業の変化

人為的条件 自然条件

竹林（水害防備林）

竹林の意義と
役割の変化

竹の生理特性

竹林の繁茂面積拡大

竹林の放置

竹林の繁茂面積拡大

竹林の放置

治水上

改善すべき事象

環境上

風土上

方針設定に取り組む領域方針設定に取り組む領域
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（竹林）（竹林）

堤防整備植 林 地場産業の変化

人為的条件 自然条件

竹林（水害防備林）

竹林の意義と
役割の変化

竹の生理特性

竹林の繁茂面積拡大

竹林の放置

対象としない

2424

素案の目次構成素案の目次構成

３．樹木管理の取り組むべき内容（目標）に関する事項

１．吉野川のあるべき姿に関する事項

２．河道内樹木のプラス面とマイナス面に関する事項

４４．樹木管理の基本的な方針に関する事項．樹木管理の基本的な方針に関する事項

- 12 -



2525

樹木管理の基本的な方針に関する事項樹木管理の基本的な方針に関する事項

(１)河道内樹木の評価に関する考え方

(２)樹木管理のあり方

４４．樹木管理の基本的な方針に関する事項．樹木管理の基本的な方針に関する事項

(３)樹木管理方針

2626

樹木管理の基本的な方針の構成樹木管理の基本的な方針の構成

((１１))河道内樹木の評価に関する考え方河道内樹木の評価に関する考え方

(２)樹木管理のあり方

４４．樹木管理の基本的な方針に関する事項．樹木管理の基本的な方針に関する事項

(３)樹木管理方針

- 13 -



2727

河道内樹木の評価に関する考え方河道内樹木の評価に関する考え方

評価項目は、委員会合意事項委員会合意事項を基本

保全対象（案）保全対象（案） 排除対象（案）排除対象（案）

・有効な水制機能（減勢効果）
・みお筋の固定による治水管
理のしやすさ

・貴重な動植物の生息環境
・良好な自然環境

・人々にやすらぎを提供
・吉野川の原風景
・地域の文化や歴史との

関わり

・河川管理施設の正常な機能
を喪失

・洪水流の安全な流下を阻害
・倒伏および流出のおそれ

・河川特有の自然環境を喪失
・外来種の侵入を助長

・放置により自然景観を悪化

治 水

環 境
（ﾔﾅｷﾞ類
が主）

風 土
（竹林
が主）

観 点

2828

樹木管理の基本的な方針の構成樹木管理の基本的な方針の構成

(１)河道内樹木の評価に関する考え方

((２２))樹木管理のあり方樹木管理のあり方

４４．樹木管理の基本的な方針に関する事項．樹木管理の基本的な方針に関する事項

(３)樹木管理方針

- 14 -



2929

樹木管理のあり方樹木管理のあり方

河道内樹木の評価
（治水，環境，風土の観点）

現地踏査
（必要に応じて）

コンフリクトの
調整が必要か

伐採

モニタリング調査

保全対象の要素に応じた
ミチゲーション措置

伐採 保全

YesNo

順応的管理順応的管理

保全対象排除対象

樹木管理の基本：プラス面を「保全保全」、マイナス面を「排除排除」

3030

樹木管理の流れ樹木管理の流れ

河道内樹木の評価
（治水，環境，風土の観点）

現地踏査
（必要に応じて）

コンフリクトの
調整が必要か

伐採

モニタリング調査

保全対象の要素に応じた保全対象の要素に応じた
ミチゲーション措置ミチゲーション措置

伐採 保全

YesNo

順応的管理

保全対象排除対象
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保全対象の要素に応じたミチゲーション措置保全対象の要素に応じたミチゲーション措置

保全対象（案） ミチゲーション措置（案）

・貴重な動植物の生息環境

・良好な自然環境

・人々にやすらぎを提供
・吉野川の原風景

・地域の文化や歴史との
関わり

・原則として移植

・必要最小限の伐採に止める
・但し、保全の優先度は低い

・自然景観を大幅に改変しない
伐採方法を選択（間伐など）

・伐採竹を利活用し、地域連携
を図る

環 境
（ﾔﾅｷﾞ類
が主）

風 土
（竹林
が主）

観 点

3232

樹木管理の基本的な方針の構成樹木管理の基本的な方針の構成

(１)河道内樹木の評価に関する考え方

(２)樹木管理のあり方

４４．樹木管理の基本的な方針に関する事項．樹木管理の基本的な方針に関する事項

((３３))樹木管理方針樹木管理方針
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樹木管理方針樹木管理方針

・排除対象への対応 → 河道内樹木の伐採を基本

・伐採時期 → 鳥類などの繁殖期を避けた時期

・排除対象に応じた管理

治水上の観点治水上の観点
① 河川管理施設の正常な機能を喪失させるおそれ
② 洪水流の安全な流下を阻害
③ 倒伏および流出のおそれ

環境上の観点環境上の観点
① 河川特有の自然環境を喪失させるおそれ
② 外来種の侵入を助長

風土上の観点風土上の観点
① 放置により自然景観を悪化

3434

（治水上）洪水流の安全な流下を阻害（治水上）洪水流の安全な流下を阻害

・治水安全度を確保するため、必要な範囲の伐採を行う

▽ 計画高水位

掘削前の横断形状

貴重種

掘削

移植移植

築堤

河積確保に河積確保に
伴う伐採伴う伐採

築堤に築堤に
伴う伐採伴う伐採

▽ 対策後の水位

保全保全 保全保全
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（環境上）河川特有の自然環境を喪失させるおそれ（環境上）河川特有の自然環境を喪失させるおそれ

・礫河原やエコトーンの復元のため、当該樹木の伐採を行う

▽ 平常時の水位

ヤナギ類

在来種

▽ 平常時の水位

▽ 平常時の水位

水際の直立化

洪水による水際の直立化洪水による水際の直立化
の是正，礫河原の復元の是正，礫河原の復元

洪水前の横断形状

現 状

伐採後

洪水後

伐採伐採

3636

（環境上）外来種の侵入を助長（環境上）外来種の侵入を助長

・外来種の侵入を排除するため、当該樹木の伐採を行う

現 状

伐採後

洪水後

伐採

上流 下流

外来種

伐採伐採

礫河原の復元礫河原の復元

ヤナギ類

上流 下流

上流 下流
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3737

（風土上）放置により自然環境を悪化（風土上）放置により自然環境を悪化

・清潔で魅力ある河川景観の復元のため、当該樹木の伐採を行う

・伐採は、間伐を基本とする

伐採（間伐）後伐採（間伐）前

3838

モニタリング調査モニタリング調査

※ 詳細については、第５回検討委員会にて審議予定

有識者の意見を聴きながら、モニタリング調査
を実施

＜目的＞
・伐採後の河道内樹木の再生状況
・伐採などによる河川環境への影響把握
・現時点で解明できない課題への対応
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3939

その他配慮事項その他配慮事項

伐採木の利活用伐採木の利活用

・伐採木のリサイクル方法を検討

樹木管理における地域連携樹木管理における地域連携

・関係自治体等との協力体制づくり
・地域との連携、協働

※ 詳細については、第５回検討委員会にて審議予定
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